
 

令和２年度 

第２回新潟県鳥獣被害対策本部会議次第 

 

 

日 時 令和２年 10 月 12 日（月）９:00～ 

会 場 災害対策本部会議室 

 

 

 開  会 

 

 

 議事 

 

 

１ 現時点の被害発生状況について 

 

 

２ ツキノワグマ特別警報の発表について 

 

 

３ 強化警戒に向けた今後の取組について 
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令和２年度第２回
新潟県鳥獣被害対策本部会議

令和２年10月１2日（月）

鳥獣被害対策支援センター

クマによる人身被害の発生分布（H6～R2）

１

令和２年度人身被害発生状況

（令和２年10月11日現在）

1 R2.9.23 長岡市北荷頃地内 1

2 R2.9.26 長岡市人面地内 1

3 R2.9.28 阿賀町広谷地内 1

4 R2.9.29 村上市鵜渡路地内 1

5 R2.10.1 新発田市松岡地内 1

6 R2.10.1
関川村下関地内
(死亡事故)

2
(うち1名
死亡）

7 R2.10.11 南魚沼市山崎地内 2



クマ目撃・痕跡・人身被害の発生分布（令和２年度）

２

令和２年度の目撃等の件数：875件
（令和２年10月11日現在）

令和２年度の目撃等の件数：875件
（令和２年10月11日現在）

月別のクマ出没の状況

3

分散・繁殖期 飽食期 冬眠・出産期
（親離れ・オスがメスを求め活発化）（冬眠に備え食欲が増す）

主食例 ベリー類、昆虫 堅果類
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H22：人身被害10件、11名

H30：人身被害6件、6名(2.07)

R1：人身被害16件,20名(0.32)

R2：人身被害7件,9名(0.18)

(出没件数)

( )は、堅果類の豊凶指数

樹木・草の新芽

出没件数：1,458件

※

出没件数：1,229件

出没件数：597件

出没件数：875件(10/11まで）
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447

148



クマ出没に対する県の対応レベル

４

警戒対応レベルと対応の考え方

【特別警報レベル】
基準：県内で死亡事故発生
（直近は平成13年）

【警報レベル】
基準：県内各地で人身被害発生

（5市町村）

【注意報レベル】
基準：県内で人身被害発生
（９月23日、25日長岡市）

【特別警報レベル】
体制：対策本部会議→10月12日
（本部長：副知事）
対応：さらなる厳重な警戒

【警報レベル】
体制：拡大センター会議→10月１日
対応：厳重な警戒の呼びかけ

【注意報レベル】
体制：センター会議→9月26日
対応：注意喚起

6

～あなたの命を守るため クマに警戒してください～

５



●クマが近くで出没した場合、できる限り外出は控えてください

●自宅近くの畑などでも単独行動は避けてください

●ラジオや鈴などの音の鳴るものを携行してください

●車は、クラクションを鳴らしてから降りてください

●エサとなる生ゴミや果実、農作物等は適切に処分してください

●庭などの柿や栗は、早めに収穫したり、木に登れないような対策をしてく

ださい

●山から離れていても藪などの近くでは注意してください（可能な限り藪は

刈払してください）

●山に近づく場合、できる限りクマスプレー（鼻などに強い刺激を与える成

分を噴射して撃退するグッズ）などを持参してください

新潟県 ツキノワグマによる人身被害を防ぐために

～秋季はクマはエサを求めて行動が活発となります～

６

今後の取組 ～クマの捕獲強化～

７

・ 罠が不足する市町村に対し、台数に余裕がある他市町村からの
貸出を調整

・ 市町村間の貸出等を実施しても罠の不足が生じる場合、緊急的
な罠の調達を検討

広報の強化
・ チラシや市町村の広報誌など多様な手段を活用した更なる注意
喚起を実施


